
合計特殊出生率と主な施策等 （参考資料）
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「
今
後
の
子
育
て
支
援
の
た
め
の
施
策
の
基
本
的
方
向
に
つ

い
て

」
（
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン

）
策
定

「
当
面
の
緊
急
保
育
対
策
等
を
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
考

え
方

」
（
緊
急
保
育
対
策
５

ヵ
年
計
画

）
策
定

「
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約

」
批
准

雇
用
保
険
法
改
正

（
育
児
休
業
給
付
の
支
給
開
始

）

児
童
福
祉
法
の
大
幅
改
正

人
口
問
題
審
議
会

「
少
子
化
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
に

つ
い
て

」
報
告
書
を
提
出

厚
生
白
書
で
少
子
社
会
に
つ
い
て
問
題
提
起

総
理
が
主
催
す
る

「
少
子
化
へ
の
対
応
を
考
え
る
有
識
者
会

議

」
設
置

「
夢
あ
る
家
庭
ず
く
り
や
子
育
て
が
で
き
る
社
会
を
築
く
た

め
に

」
を
報
告

「
少
子
化
対
策
推
進
基
本
方
針

」
策
定

「
重
点
的
に
推
進
す
べ
き
少
子
化
対
策
の
具
体
的
実
施
計
画

に
つ
い
て

」
（
新
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン

）
策
定

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行

「
健
や
か
親
子
２
１
検
討
委
員
会

」
報
告

「
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支
援
策
の
方
針
に
つ
い
て

」
閣
議

決
定

保
育
所
待
機
児
童
ゼ
ロ
作
戦

「
少
子
化
対
策
プ
ラ
ス
ワ
ン

」
策
定

「
少
子
化
対
策
基
本
法

」
策
定

「
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法

」
策
定

「
少
子
化
社
会
対
策
大
綱

」
策
定

「
子
ど
も
・
子
育
て
応
援
プ
ラ
ン

」
策
定

「
児
童
虐
待
防
止
法
及
び
児
童
福
祉
法

」
改
正

「
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法

」
施
行

「
仕
事
と
生
活
の
調
和

（
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

）

憲
章

」
及
び

「
仕
事
と
生
活
の
調
和
推
進
の
た
め
の
行
動
指

針

」
決
定

「
新
待
機
児
童
ゼ
ロ
作
戦

」
策
定

「
児
童
福
祉
法
・
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法

」
の
改
正

「
育
児
・
介
護
休
業
法

」
改
正

「
子
ど
も
・
子
育
て
ビ
ジ

ョ
ン

」
策
定
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助
産
費

(

2
4
万
円

)

を
廃
止
→

出
産
育
児
一
時
金
創
設

(

3
0
万
円

)

「
川
越
市
児
童
育
成
計
画

」
（
母
子
保
健
編
・
保
育
対
策
関

係
事
業
編

）
策
定

「
川
越
市
児
童
育
成
計
画

」
（
健
全
育
成
編

）
策
定

児
童
手
当
の
対
象
拡
大

(

3
歳
未
満
→

就
学
前
ま
で

)

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
施
設
増
設

(

1
カ
所
→

2
カ
所

)

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
施
設
増
設

(

2
カ
所
→

3
カ
所

)

乳
幼
児

（
こ
ど
も

）
医
療
助
成
制
度

(

入
通
院
通
院
を
小
学

校
就
学
前
ま
で

)

児
童
手
当
の
対
象
拡
大

(

就
学
前
ま
で
→

小
3
修
了
前
ま

で

)

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
施
設
増
設

(

3
カ
所
→

4
カ
所

)

「
か
わ
ご
え
子
育
て
プ
ラ
ン
前
期
計
画

」
開
始

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
施
設
増
設

(

4
カ
所
→

6
カ
所

)

こ
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
の
変
更

(

入
院
を
1
5
歳
の
年
度

末
ま
で
に
拡
大
し

、
自
己
負
担
金
を
廃
止

)

児
童
手
当
の
対
象
拡
大

(

小
3
→

小
6
　
所
得
制
限
緩
和

)

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
施
設
増
設

(

6
カ
所
→

1
0
カ
所

)

出
産
育
児
一
時
金
改
正

(

3
5
万
円

)

児
童
手
当
の
条
件
緩
和

(

3
歳
未
満
に
対
す
る
支
給
額
が
第

1
・
2
子
に
つ
い
て
倍
増
し

、
一
律
月
額
1
万
円

)

パ
パ
・
マ
マ
応
援
シ

ョ
ッ
プ
事
業
開
始

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
施
設
増
設

(

1
0
カ
所
→

1
1
カ

所

)

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
施
設
増
設

(

1
1
カ
所
→

1
3
カ

所

)

赤
ち

ゃ
ん
の
駅
事
業
開
始

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
施
設
増
設

(

1
3
カ
所
→

1
6
カ

所

)

出
産
育
児
一
時
金
改
正

(

4
2
万
円

)

「
か
わ
ご
え
子
育
て
プ
ラ
ン
後
期
計
画

」
開
始

こ
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
の
変
更

(

通
院
助
成
を
小
学
校
就

学
前
か
ら
9
歳
年
度
末
ま
で
に
拡
大
し

、
入
院
時
食
事
療
養

標
準
負
担
額
の
助
成
を
廃
止

)

子
ど
も
手
当
制
度
の
開
始

（
中
学
校
終
了
前
ま
で
拡
大

）

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
施
設
増
設

(

1
7
カ
所

)

子
育
て
応
援
タ
ウ
ン
認
定

ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
事
業
開
始

児
童
虐
待
防
止
Ｓ
Ｏ
Ｓ
セ
ン
タ
ー

開
設

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
施
設
増
設

(

1
7
カ
所
→

2
0
カ

所

)

国の施策

市の施策
手当等

Ｈ６年 Ｈ７年 Ｈ８年 Ｈ９年 Ｈ１０年 Ｈ１１年 Ｈ１２年 Ｈ１３年 Ｈ１４年 Ｈ１５年 Ｈ１６年 Ｈ１７年 Ｈ１８年 Ｈ１９年 Ｈ２０年 Ｈ２１年 Ｈ２２年 Ｈ２３年 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

国 1.50 1.42 1.43 1.39 1.38 1.34 1.36 1.33 1.32 1.29 1.29 1.26 1.32 1.34 1.37 1.37 1.39 1.39

川越市 1.51 1.40 1.37 1.31 1.27 1.21 1.17 1.20 1.19 1.17 1.12 1.19 1.15 1.17 1.18 1.23 1.38

1.10

1.30

1.50


